
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人鍛治良作、同岡田喜義、同鍛治良道の上告趣意について。

　第一点、第二点原判決は、実験則に違反する事実認定をした違法があると主張す

るのであるが、必ずしも原審の事実認定が実験則に反する誤認であるとは認めるこ

とを得ない。論旨は採ることができない。

　第三点原判決が罪証に供している被告人の自白以外の証拠はよく自白を補強する

に足るものと認め得られるから、これらを総合して事実認定をした原判決には所論

の違法はない。

　よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員の一致した意見である。
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